
最高裁秘書第1524号

令和2年7月1日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村

司法行政文書開示通知書

4月3日付け（同月6日受付，第()20029号）で申出のありました司法行政

文書の開示について， 下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

裁判部職員配置図令和2年6月24日現在（片面で1枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，個人識別情報（電話番号及び内線番号）及び公にすることによ

り事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報（電話番号， 内線番号等）

が記載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号及び第6

号に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記載されている部分

を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室） 電話03 （3264） 5652 （直通）
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最高裁秘書第1518号

令和2年7月1日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村
』

司法行政文書開示通知書

4月3日付け（同月6日受付，第020030号）で申出のありました司法行政

文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

秘書課職員配置図（令和2． 4． 1） （片面で1枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，個人識別情報（電話番号， 内線番号等）及び公にすることによ

り事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報（電話番号， 内線番号等）

が記載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号及び同第

6号に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記載されている部

分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



秘書課職員配置図
(令和2.4. 1）

［雷｜
森 本

火ノ川 岩 倉 小川(利） 後 藤 専門官

参事官 課長補佐 庶務主任 課長補佐 ■■■

■■ ■■■ ■■■ ■■■ 直棚■■■■■■

直撫■■■■■■■ i百蒲■■■■■■ 直通■■■■■ 宿禰日日■■■■吉彌一

文 「~－－~-両蘭－すijvi一

謡罪二

松 永

参事官

■■■

火ノ川

参事官

■■■

岩 倉

課長補佐

■■■

鐸呼】

小川(利）

庶務主任

■■

文

大嶋T蕪(香）

■■■

書
開
示
第
一
係
一
・

｜

通直

｜
通直 ○
群
画

O

武澤

○
蝿
ロ

高橋(絵）

-ﾛ■■－

一■■■一

橋本 ■
庶
務
第
二
係

庶
務
蕊
三
係

庶
務
第
一
係

ロ通
一
文
書
開
示
第
二
係

直

小川(玲）

一■■■一

○

田中(友）

ロ■■~d－…
前田

一■■■－

加藤

直雛264)
5652 1 ．

総務係 会議係

品川 宮寺

岸本｜加
一ロ■■－

○

熊沢

’
高橋(正）

○係長

’文書室（東）秘書課会議室

ヨ4-309トユ
長官公邸一係

篭”
務 室

庶 務 室

’’ 4-312

裁判官棟

i薑｜響｜
直通I■■■■■ 直通■■■■■

・ 直通l■■

有 徳

課長補佐

■■

和 田

参事官

■■■

池 上

裁判官室

深 山

裁判官室

小 池

裁判官室

木 澤

裁判官室

山 口

裁判官室
片 瀬

参事官

ロ■■

諦
隷
室

率
罪
二

秘
香
官
事
務
官

_深ゴーL樹ご－
福 島

山
口
崎

枚
岩
_繍 ヤーL" 好一
宮 澤

直通■■■■■ 直Ⅷ■■ 宿涌■■■■■■

■

○

堤文
書
管
理
第
一
係
文
書
管
理
第
二
係

直涌■■■

■ﾛ■

直掴■■■

ロ■■

詳
画

岡
岡 村

裁判官室

三 浦

裁判官室

草 野

裁判官室

菅 野

裁判官室

谷
室官

大
長直通■■■

ロ■■
亘
磨齋藤(由）

■■■

秘
書
官
事
務
官

印帰り室

■■■
宿禰■■■

ロ■■

_佐雷)_L石＝神一
三 平

_鐙..野_L溝ゴー
深 川

松 本

一■■･■■■一

三ツ橋

唾
ロ
蒜
画

渉
外
第
二
係

渉
外
第
一
係

○

佐藤(匠） 帳
。

審査係

林景一

裁判官室

林道晴

裁判官室

宇 賀

裁判官室

宮 崎

裁判官室

戸 倉

裁判官室
-I■■－

岡本 工藤(卓） 秘
書
官
事
務
官

商彌■■ﾛ■■■■ 蛯 名

一■■－

o木 村
_も崎_L首一

馬 渕

_笹田_L淵笘】－
田上(真）

｜‐’

L ’ 渉外連絡室文 誓室 〈西 ）

’ 4-3154－314

Ｏ
譜
・
癖

Ｏ
馳
酉
群

高橋(優）

直通■■

-■■ﾛ－

吉川

・
癖

年、池

O

西谷
ロ

○
辨
酉

齋藤(亮）

l■■■

佐藤(祥）

‐ﾛ■■‐

影山

関口課付

■■■

佐藤(香）

■■■

○
幅
酉

州
亘

王
画



最高裁秘書第1516号

令和2年7月1日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村
』

司法行政文書開示通知書

4月3日付け（同月6日受付，第020032号）で申出のありました司法行政

文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

情報政策課職員配置図(R2. 4． 1現在) (片面で1枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，個人識別情報（氏名，電話番号及び内線番号）及び公にするこ

とにより事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報（電話番号， 内線番

号等）が記載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号及

び第6号に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記載されてい

る部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



情報政策課職員配置図(R2.4.1現在）
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最高裁秘書第1312号

令和2年7月1日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 1

司法行政文書開示通知書

4月3日付け（同月6日受付，第020031号）で申出のありました司法行政

文書の開示について， 下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

広報課職員配置図（令和2年4月1日現在） （片面で1枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，個人識別情報（電話番号及び内線番号）及び公にすることによ

り事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報（電話番号及び内線番号）

が記載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号及び第6

号に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記載されている部分

を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話()3 （3264） 5652 （直通）



一
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最高裁秘書第1521号

令和2年7月1日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

型
日
、
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ最高裁判所事務総長中村
」

司法行政文書開示通知書

4月3日付け（同月6日受付，第020033号）で申出のありました司法行政

文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

総務局・審議官室職員配置図（令和2年4月1日現在） （片面で1枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，個人識別情報（電話番号及び内線番号）及び公にすることによ

り事務の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがある情報（電話番号， 内線番号等）が

記載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号及び第6号

に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記載されている部分を

開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文言室）電話03 （3264） 5652 （直通）



総務局・審議官室職員配置図（令和2年4月1日現在）
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最高裁秘書第1470号

令和2年7月1日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 愼

｜
’

司法行政文書開示通知書

4月3日付け（同月6日受付，第020034号）で申出のありました司法行政

文書の開示について， 下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

人事局職員配置図（令和2年4月1日現在） （片面で1枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，個人識別情報（内線番号及び電話番号）及び公にすることによ

り事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報（内線番号，電話番号等）

が記載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号及び第6

号に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記載されている部分

を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



【機密性2】

令和2年4月1日現在
人事局職員呼置図
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最高裁秘書第1517号

令和2年7月1日

林弘法律事務所・

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村

司法行政文書開示通知書

4月3日付け（同月6日受付，第020035号）で申出のありました司法行政

文書の開示について， 下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

経理局職員配置図（令和2年4月1日現在） （片面で1枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，個人識別情報（電話番号及び内線番号）及び公にすることによ

り事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報（電話番号， 内線番号等）

が記載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号及び第6

号に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記載されている部分

を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室） 電話03 （3264） 5652 （直通）



経理局職員配置図
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最高裁秘書第1523号

令和2年7月1日

林弘法律事務所 一

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 ’

i

l

司法行政文書開示通知書

4月3日付け（同月6日受付，第020036号）で申出のありました司法行政

文書の開示について， 下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

民事局職員配置図（令和2年4月1日現在） （片面で1枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，個人識別情報（電話番号及び内線番号）及び公にすることによ

り事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報（電話番号， 内線番号等）

が記載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号及び第6

号に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記載されている部分

を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



【機密性2】
、

最高裁判所事務総局民事局職員配置図(令和2年4月1日現在）

凰回,図
圖
一

繩
胸
蘂

長崎

審議官

渡 邉

第二課長

■■

富 澤

総括参事官

■■

内田

参事官

直■■■■■ 直一直■■■■

＜第二課＞

直

＜第一課＞ ＜第三課＞

執行制度係
民事訴訟IT化推進係

(JMIT)

事件係 民事訴訟f

井上
課長補佐

・
・

直■■

一
二

直

叩
器
康
審
査
二

■■
窟

今
云

直
子

議 咽
二直■■

室

■■ ■■■直

■■ 岨

二
・

l直

FAX■■■■■■■■■

■■■
直■■

4－221 4-222 4-224 4-225

水
木
局
付
一

塚

田
審
査
官
一
｜
鳳
｜
唾

武

見
局

付
■■■■■■■

一
室

安
岡
Ⅱ■■■■

｜
函

奥
野
ﾛ■■■■

一
・

山

口

1■■■■■

■■■■■

松

下
係

長
■ﾛ■■■

｜
唾

那
智
局
付
一
｜
函

菅

局
付

■
。

濱野
専門官

■
一

西
山
専
門
職
・
画

田
中
僧
。

哩ﾛ■■

佐
々

木

■
。

木
村
■
二

手
塚
■
一
ロ

石

ｊ
田
達く
酉
壷

大塚

課長補佐

■■
－ーー■■■

石
田
閲
専
門
職
■
。

小

林

■■
直■■

（
経
理
局
連
絡
員
）

（
情
報
政
策
課
連
絡
員
）

清木
課長補佐

ロ■■
一

松
島
専
門
職

白

旗
係

長

■■
■■■ ■

砠
岡

部

■■■■

一
新

谷



最高裁秘書第1416号

令和2年7月1日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村

司法行政文書開示通知書

4月3日付け（同月6日受付，第020037号）で申出のありました司法行政

文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

刑事局職員配置図（令和2年4月1 1日現在） （片面で1枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，個人識別情報（内線番号及び電話番号）及び公にすることによ

り事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報（内線番号，電話番号等）

が記載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号及び第6

号に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記載されている部分

を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）
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最高裁秘書第1513号

令和2年7月1日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 ’I

司法行政文書開示通知書

4月3日付け（同月6日受付，第020038号）で申出のありました司法行政

文書の開示について， 下記のとおり開示することとしましたので通知します｡

記

1 開示する司法行政文書の名称等

行政局職員配置図(令和2年4月1日現在) (片面で1枚)

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，個人識別情報（電話番号及び内線番号）及び公にすることによ

り事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報（電話番号, 内線番号等）

が記載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号及び第6

号に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記載されている部分

を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



行政局職員配置図

令和2年4月1日現在

1
南

第二課長一

(兼民事局参事官）

■■
■■■■■

中島

第一課長

■■■

■■■■

金森局付

(兼民事局付）

■■
■■■■■

池上局付

(兼民事局付）

ロ■■
■■■■■

奥田局付

■■

■■■■

土田

庶務主任

■■■

■I■■■

〔第 －課〕〔第 課〕二

丹原係長

■■■■

-■■‐ ｜ ﾛ■■
事
件

企
画
係

係 ’木田

係長
知
的
財
産
訴
訟
係

知
的
財
産
制
度
係

労
働
審
判
係

行
政
訴
訟
係

労
働
訴
訟
係

行
政
法
規
係

渡邊｜ 日比野

I
卓
一

会議室

↑
〃
匡
返 r．

庶務係

’
4-2294-2284-227

高 崎

課長補佐

ロ■■
■■■■■

田
長

ロ

戸
係
山崎

係長

ﾛ■■

河野
鈴木

(亜）

藤 澤

課長補佐

I■■

■■■■■

高倉

係長

北村

東 森

課長補佐

ロ■■
■■■■■

相坂
ヒ
ヒ
い

台
只

、小

鈴木

（康）

係長

藤岡

係長

画'且石＝

一

川
ノ

ヘ
「
ベシクラノ

ー

／

〆

当㎡守



最高裁秘書第1527号

令和2年7月1日

林弘法律事務所
I

弁護士山中理司様

》
》

最高裁判所事務総長中村 ↓’ 一

司法行政文書開示通知書

4月3日付け（同月6日受付，第020039号）で申出のありました司法行政

文書の開示について， 下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

家庭局職員配置図（令和2年4月1日現在） （片面で1枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，個人識別情報（電話番号及び内線番号）及び公にすることによ

り事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報（電話番号， 内線番号等）

が記載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号及び第6

号に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記載されている部分

を開示しないこととした。

3開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室)電話03 （3264） 5652 （直通）
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最高裁秘書第1460号

令和2年7月1日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 1

司法行政文書開示通知書

4月3日付け（同月6日受付，第020040号）で申出のありました司法行政

文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

最高裁判所図書館職員配置図（令和2年4月1日現在） （片面で1枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，個人識別情報（内線番号及び電話番号）及び公にすることによ

り事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報（内線番号，電話番号等）

が記載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号及び第6

号に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記載されている部分

を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）
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最高裁秘書第1522号

令和2年7月1日

林弘法律事務所 一

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 jl
け
ｋ
即
ｉ
卜
〆

司法行政文書開示通知書

4月3日付け（同月6日受付，第020041号）で申出のありました司法行政

文書の開示について， 下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

司法研修所配置図（令和2年5月11日現在） （片面で1枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の情報には，個人識別情報（電話番号及び内線番号）及び公にすることによ

り事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報（電話番号， 内線番号等）

が記載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号及び第6

号に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記載されている部分

を開示しないこととした。

3 開示の実施方法 ＝

′ 写しの送付

担当課秘書課（文書室） 電話03 （3264） 5652 （直通）
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最高裁秘書第1528号

令和2年7月1日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村

司法行政文書開示通知書

4月3日付け（同月6日受付，第020042号）で申出のありました司法行政

文耆の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

裁判所職員総合研修所配置図（令和2年4月1日現在） （片面で1枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文耆には，個人識別情報（電話番号及び内線番号）及び公にすると事務の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報（電話番号， 内線番号等）が記載さ

れており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号及び第6号に定め

る不開示情報に相当することから， これらの情報が記載されている部分を開示し

ないこととした。

3 開示の実施方法等

写しの送付

』

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）
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